
変更・廃止・休止・再開・加算における必要な添付書類一覧（短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護）※令和7年8月分～

※下記一覧はあくまで参考であり、条件によって追加の書類が必要となる場合もあります。
△印は、変更がある場合にのみ必要となる書類

●印は、加算をとる場合に必要となる書類（加算がとれなくなる場合は不要）

事業所に関する変更 加算

変更があった事項

提出書類

変更届出書（別紙様式第一号（五）） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
注1

○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○

付表第一号（十一）　短期入所療養介護・介護予防短期入
所療養介護事業所の指定等に係る記載事項

○ ○ ○ ○ ○ ○
○
注1

○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○

法人の登記事項証明書又は役員会議事録等の写し ○
○
注2

誓約書（標準様式7-1）
役員名簿（参考様式1）(管理者も役員に含める)

○
注3

○
注3

事業所一覧（参考様式2）
○
注4

○
注4

○
注4

運営規程新旧対照表（参考様式3） △ △
注5

○ ○ ○ ○
注1

○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

運営規程 △ △
注5

○ ○ ○ ○
注1

○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○

「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」（標準様式1）
【変更日から４週間分】
※他の事業所に兼務の場合は、「兼務先及び兼務する職種
の内容」の欄に「兼務先、職務の内容、週時間」を記載

○
注5
注6

○
注7

○
注1

○ ● ○ ● ● ● ● ○

辞令、雇用契約書、労働条件通知書又は給与台帳の写し等
の雇用関係がわかるもの

○
注6

利用料の積算の分かるもの（任意様式） 〇

資格証明書（写）(婚姻等により姓が異なる場合は、戸籍抄
本等の確認ができる書類を添付）

○
注1

○ ● ●

・平面図（標準様式4）（専用区画変更の場合は変更前も添
付）
・主要な場所の写真（カラー）（参考様式4）

○ ○ ○
注7

△ ● ●

介護給付費算定に係る届出書（加算様式1） ○ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 〇 ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○

介護給付費算定に係る一覧表(加算様式2-1、2-2)
※変更部分にのみ｢あり｣｢なし｣を記載すること

○ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 〇 ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○

【本体が療養型介護老人保健施設の場合】
介護老人保健施設（療養型）の基本施設サービス費及び療
養体制維持特別加算（Ⅱ）に係る届出（加算参考様式56）

○ ●

【本体が介護老人保健施設の場合】
【令和6年9月提供分まで】介護老人保健施設（基本型・在
宅強化型）の基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養
支援機能加算に係る届出書（加算参考様式57-1）

○
注
10

●

【本体が介護老人保健施設の場合】
【令和6年10月提供分以降】介護老人保健施設（基本型・在
宅強化型）の基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養
支援機能加算に係る届出書（加算参考様式57-2）

○
注
10

【本体が介護医療院の場合】
介護医療院（Ⅰ型）の基本施設サービス費に係る届出（加
算参考様式92-1）(加算参考様式92-2）
又は
介護医療院（Ⅱ型）の基本施設サービス費に係る届出（加
算参考様式92-1）(加算参考様式92-2）

○

【本体が病院・診療所の場合に使用】
病院又は診療所における短期入所療養介護（療養機能強化
型）の基本施設サービス費に係る届出（加算参考様式97）

○

認知症専門ケア加算に係る届出書（加算参考様式32） ●

介護医療院における重度認知症疾患療養体制加算に係る届
出（加算参考様式70）

○

サービス提供体制強化加算届出書（加算参考様式87） ●

サービス提供体制強化加算計算書（加算参考様式89） ●

口腔連携強化加算に関する届出書（加算参考様式113） ●

生産性向上推進体制加算に係る届出書（加算参考様式116） ●

本体施設と同様の書式を添付 ○ ○ ○ ○ ○

・車検証の写し
・ナンバーがついた車の写真
・送迎車が賃貸にあっては契約書の写し

○

休止届出書（別紙様式第一号（七）） ○
注8

・事業再開に向けての取組状況を記載した書類(任意様式)
・利用者の引継状況が分かる書類(任意様式)
・休止および廃止における誓約書(参考様式9)
・職員の募集広告等

○
注8

再開届出書（別紙様式第一号（六）） ○

廃止届出書（別紙様式第一号（七）） ○

・利用者の引継状況が分かる書類(任意様式)
・休止および廃止における誓約書(参考様式9)
・指定(更新)通知書の原本(みなし指定を除く)

○

介護職員等処遇改善加算実績報告書の提出に関する誓約書
（※加算を算定している場合に要提出）

○ ○

注１）人員変更は特例措置があります。

注２）役員の変更が登記事項証明書で確認できない場合は、登記事項証明書（写）に代え、役員会議事録（写）等の変更役員及び変更年月日を確認できる書類を添付してください。

注３）住所、氏名（婚姻等による）及び兼務関係の変更の場合は、添付する必要はありません。

注４）同一法人に複数の事業所がある場合は、代表となる事業所の変更届に、法人が運営する東三河広域連合構成市町村内すべての事業所の一覧を添付してください。

注５）兼務関係の変更も届出が必要です。兼務関係に変更があった場合は、運営規程も変更してください。

注６）住所及び氏名（婚姻等による）の変更の場合は、添付する必要はありません。

注７）定員減の場合は、添付する必要はありません。

注８）休止届は、やむをえず人員基準等を満さなくなってしまったが、法人として事業継続の意思がある場合に行なう届出（最長６か月）であり、状況によっては、休止届に該当しない場合もありますので十分検討してください。

注９）提出書類については、ＨＰ（https://www.east-mikawa.jp/2275.htm）にて確認してください。

注10）介護保健施設サービス費(Ⅳ)又はユニット型介護保険施設サービス費(Ⅳ)を算定する場合もしくは、病院・診療所における短期入所療養介護である場合は、提出不要です。

※届出書の控え（コピー）は必ず事業所で保管してください
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